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母子保健の標準化対象事業と、検討のポイントについて

1

母子保健分野の標準化範囲のイメージ図

地域情報プラットフォーム標準仕様範囲

市区町村拡張事業（例）

妊娠の届出

母子健康手帳

妊産婦に対する健康診査

乳幼児健康診査

法定健診：1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査

母子保健法

３～４か月児健診

５～11か月の各健診

１歳、２歳児健診

２歳児歯科健診

４歳、５歳児健診

バースデイ歯科健診
市区町村拡張運用

対象年齢の拡張 指針以外の検査項目

妊婦健診の単独助成（健診回数上乗せ）

教育事業

相談事業

訪問指導（新生児、未熟児訪問）

新生児聴覚スクリーニング検査

新生児マススクリーニング検査

○ 地域情報プラットフォームの対象範囲外であるが、母子保健法上で位置づけられている業務については、標準化範囲とするかどうか検討が必要

である。

○ 成人検診と同様に、地域情報プラットフォーム標準仕様に記載がないが、システム機能として求められる事業が多数あるため、全国での実施状況

等も踏まえ、標準化範囲内として検討することが必要である。

○ 市区町村における拡張運用としては成人検診と同様の拡張運用に加え、市区町村単独助成（健診回数上乗せ）を実施している自治体もあり、現

行の事業の実施を妨げることがないような整理が必要である。

標準化範囲内凡例 パラメータ対応

養育医療 産後ケア事業

標準化範囲外

・・・


